
 

第４ 章 都市施設 

 

１  都市施設の内容 

 

（ １ ） 都市計画道路 

  道路は、 人や物の移動を 円滑に 行う た めの都市の根幹的施設で あ る 交通施設の中で 、 最

も 基本と な る 施設で す。 都市施設と し て の道路の機能は、 単に 交通手段と し て ばかり で は

な く 、 道路網と し て の都市の骨格を 形成し 、 さ ら に 公共空間の確保や都市機能の誘導な ど

を 通じ て 都市の発展に 大き く 貢献し て い ま す 。  

 

 

（ ２ ） 交通広場 

   交通広場は、 輻輳する 歩行者やバス 、 タ ク シ ー な ど の交通を 適切に 処理する た め、 道路

と 鉄道、 港湾、 空港な ど に 接続し て 設け ら れる 広場で す。  

  特に 、 鉄道駅に 接続する も のを 駅前広場と い い ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                駅 前 広 場  

種  別 内       容 番号区分 幅 員 区 分 

自 動 車 

専用道路 

都市高速道路、 都市間高速道路な ど

比較的長い ト リ ッ プ の交通を 処理す

る た め、 設計速度を 高く 設定し 、 一

定区間に お け る 路外から の車両の出

入り 制限を 行い 、 自動車専用と する

道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹線街路 都市の主要な 骨格を な す道路で 、 都

市に 出入り す る 交通及び都市の住宅

地、 工業地、 業務地な ど の相互間の

交通を 主と し て 受け 持ち 、 近隣住区

な ど の地区の外郭を 形成する 道路又

は近隣住区な ど の地区に お け る 主要

な 道路で 、 当該地区に 発生・ 集中す

る 交通を 地区の外郭を 形成する 道路

に 連絡す る 道路 

３ ・ ２  
幅員30ｍ 以上～40ｍ 未満 

（ イ ン タ ー通）  

３ ・ ３  
幅員22ｍ 以上～30ｍ 未満 

（ 一般国道３ ７ 号線）  

３ ・ ４  
幅員16ｍ 以上～22ｍ 未満 

（ 南大通な ど ）  

３ ・ ５  
幅員12ｍ 以上～16ｍ 未満 

（ 西浜通）  

特殊街路 も っ ぱら 歩行者、 自転車、 都市モ  

ノ レ ール等、 自動車以外の用に 供 

する 道路 

８ ・ ７  

幅員８ ｍ 未満 

（ 舟岡１ 号特専道な ど ）  

区画街路 
近隣住区等の地区に お け る 宅地の 

利用に 供する た めの道路 
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（ ３ ） 公  園 

  住民の休息や観賞、 遊戯、 運動、 そ の他レ ク リ エ ーシ ョ ン の用に 供す る と と も に 、 都市 

環境の保全・ 改善に 資する た めの施設で す。 具体的に は、 地方公共団体ま た は国が設置 

し 、 都市公園法等の法令に よ り 管理さ れる 公園を い い ま す 。  

種  別 内             容 

街区公園 
１ ヶ 所当た り 面積０ ． ２ ５ ｈ ａ を 標準と し て 配置す る 主と し て 街区内に 居

住す る 者の利用に 供する こ と を 目的と する 公園 

近隣公園 
１ ヶ 所当た り 面積２ ｈ ａ を 標準と し て 配置す る 主と し て 近隣に 居住する 者

の利用に 供す る こ と を 目的と す る 公園 

地区公園 
１ ヶ 所当た り 面積４ ｈ ａ を 標準と し て 配置す る 主と し て 徒歩圏内に 居住す

る 者の利用に 供する こ と を 目的と す る 公園 

総合公園 

都市規模に 応じ １ ヶ 所当た り 面積１ ０ ～５ ０ ｈ ａ を 標準と し て 配置する 都

市住民全般の休息、 観賞、 散歩、 遊戯、 運動等総合的な 利用に 供す る こ と

を 目的と する 公園 

運動公園 
都市規模に 応じ １ ヶ 所当た り 面積１ ５ ～７ ５ ｈ ａ を 標準と し て 配置する 都

市住民全般の主と し て 運動の用に供する こ と を 目的と する 公園 

特殊公園 
主と し て 風致の享受の用に 供す る 公園、 ま た は動物公園、 植物公園、 歴史

公園、 そ の他特殊な 利用を 目的と す る 公園 

広域公園 

地方生活圏等広域な ブ ロ ッ ク 単位ご と １ ヶ 所当た り 面積５ ０ ｈ ａ 以上を 標

準と し て 配置する 主と し て 一の市町村の区域を 超え る 広域のレ ク リ エ ーシ

ョ ン 需要を 充足する こ と を 目的と す る 公園 

 

（ ４ ） 緑  地 

   都市に お け る 樹木地の保全、 都市環境の整備・ 改善・ 公害・ 災害の防止そ の他地域間相

互の緩衝ま た は緊急時に お け る 非難用地の確保な ど を 目的と し て お り 、 緩衝緑地、 都市

林、 広場公園、 都市緑地、 緑道があ り ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合公園 

だ て 歴史の杜 
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（ ５ ） 下 水 道     

  下水道は、 市街地に お け る 下水（ 雨水及び汚水） を 排除、 処理する た めの施設で 、  

都市環境の整備、 公共用水域の水質保全を 図る う え で 、 必要不可欠な 基幹的都市施設 

で す 。 そ の目的に よ り 、 公共下水道、 流域下水道、 都市下水路に 大別さ れま す 。  

  公共下水道は、 下水を 排除し 、 処理する た めの施設と し て は完全な 形態のも ので あ  

 り 、 下水を 排除する 管渠を 排水区域内の道路網の中に 縦横に 敷設し 、 そ の末端に する  

 汚水を 浄化する た めの終末処理場を 設け 、 し 尿を 含む一切の都市下水を 排除、 処理こ  

 と がで き る 下水道で す。 公共下水道に は、 雨水と 汚水を 別々の管渠系統で 排除する 分 

 流式と 、 同一管渠系統で 排除する 合流式があ り ま すが、 水質保全上の観点から 原則と  

 し て 分流式を 採用す る こ と と し て い ま す。 な お 、 公共下水道のう ち 、 工場が密集し て  

 い る 地域に お い て 、 主と し て 工場排水の排除、 処理を 目的と する も のを 特定公共下水 

 道と 称し て 予算費目上の区分を し て い ま す 。  

  都市下水路は、 主と  

 し て 市街地内の雨水排 

 除を 目的と する も ので ､ 

 開渠構造を 原則と す る  

 下水道で す 。  

  市街地に お け る 雨水 

 排除は、 下水道、 河川 

 等の排水施設が有機的､ 

 一体的に 整備さ れ、 管 

 理さ れる 必要があ る こ  

 と から 河川と 下水道の 

 管理に す る た め、 原則 

 と し て 流域面積２ ㎞２  

 未満を 下水道と し て 管 

 理する こ と と し て い ま  

 す 。  

  

  

  

 

２  都市施設決定状況一覧 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歴史の杜雨水幹線 

 

決定状況 決定状況

廃止

○

ごみ処理場等 ○

ごみ運搬用管路

○

○

○

都市下水路

特定公共下水道

流域下水道

下水道

○
火葬場

一団地の住宅施設

一団地の官公庁施設

流通業務団地

公共下水道
（処理施設を含む）

緑地 病院

広場 市場

墓園 と畜場

自動車ターミナル 地域冷暖房施設

空港 河川

公園 学校

都市高速鉄道 ごみ焼却場

その他の
処理施設

駐車場
（自転車含）

施設名 施設名

○
運動場

汚物処理場

道路
（交通広場含）
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３　 道 路

１） 都市計画道路

番　号 路　線　名 延長 率（%） 延長 率（%）

(19,450)

32,840

3･4･101 南 大 通 S37.3.13 R4.1.6 3,860
18
17

2 2,750 71 2,750 71

3･4･102 錦 大 通 S37.3.13 H20.2.29 3,300
16
18

2 3,300 100 3,300 100
道道南黄金長和線
(2,820m)

3･4･103 停 車 場 通 S37.3.13 H30.3.6 400
16
18

2 265 66 210 53
駅前広場2,400㎡
道道伊達紋別停車場線
(143m)

3･4･104 末 永 梅 本 通 S43.9.12 H14.8.23 3,370
18
16

2 3,370 100 3,370 100

3･4･105 末 永 中 通 S43.10.21 H13.10.16 1,520
16
20

2 0 0 0 0

3･4･106 舟 岡 中 通 S37.3.13 H13.10.16 850 18 2 850 100 850 100

3･4･107 舟 岡 １ 号 通 S37.3.13 H13.10.16 1,230 16 2 1,230 100 1,230 100
道道南黄金長和線
(915m)

3･4･108 舟 岡 ２ 号 通 S47.10.21 H13.10.16 720 16 2 720 100 720 100

3･4･109 裏 萩 通 S43.9.12 H13.10.16 1,090 16 2 950 87 950 87

3･4･110 長 和 北 通 S47.10.21 H14.3.26 260 20 2 260 100 260 100
一般国道453号線
（260m）

3･4･111 ア リ ト リ 通 S47.10.21 H13.10.16 1,270 16 2 750 59 750 59
道道有珠停車場線
（56m）

3･4･112 古 平 通 S43.9.12 H13.10.16 1,970 16 2 0 0 0 0
道道稀府停車場線
（509m）

8･7･101 舟岡１号特専道 S51.9.9 S51.9.9 520 6 - 520 100 520 100

8･7･102 舟岡２号特専道 S51.9.9 S51.9.9 410 6 - 410 100 410 100

8･7･103 舟岡３号特専道 S51.9.9 S51.9.9 520 6 - 520 100 520 100

3･4･113 末 永 西 通 S55.2.9 H20.6.9 760 18 2 760 100 760 100

3･4･114 山 下 長 和 通 S55.2.9 H14.11.22 2,840
20
16

2 1,650 58 1,650 58
道道南黄金長和線
（1,697m）

3･4･115 長 和 東 通 S55.2.9 H13.10.16 370 16 2 370 100 370 100

3･5･116 西 浜 通 S55.2.12 H13.10.16 1,100
13
16

2 0 0 0 0

3･2･117 イ ン タ ー 通 S58.3.14 H13.10.16 1,450 30 4 1,450 100 1,450 100
道道伊達インター線
（1,450m）

3･4･118 青 柳 通 S60.1.7 H13.10.16 620 16 2 620 100 620 100

3･4･119 伊 達 街 道 H2.6.4 H13.10.16 780 16 2 780 100 780 100
道道伊達紋別停車場線
（780m）
街かど広場5箇所 995㎡

3･4･120 泉 丁 通 H6.3.11 H13.10.16 1,100 21 2 1,100 100 1,100 100
道道滝之町伊達線
（1,100m）

3･4･121 長 和 農 社 通 H8.10.1 H14.11.22 1,380 21 2 1,210 88 1,080 78
道道南黄金長和線
（620m）

3･4･122 竹 原 通 H9.3.28 H27.2.18 1,480
18
21

2 1,480 100 1,480 100

3･4･123 嘉 エ 門 坂 通 H9.3.28 H13.10.16 920
18
21

2 920 100 920 100

(53,540) 49% 49%

66,930 39% 39%

一般国道37号
(19,450m)

合　計 26,05026,235

4 0 0 0 03･3･207 一般国道37号線 S37.3.13 H14.3.26
24
25

現　　　況
改良（換算延長) 舗　装 備　　　考

（ ）は重複延長

名　称
当 初 計 画
決定年月日

最 終 計 画
決定年月日

延長
（）は市内
延長分
約 ｍ

巾員
（上段
代表
巾員）

ｍ

車
線
数
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２ ） 交通広場 

                                     ※供用開始 S59. 11. 16 

３ ） 都市計画道路の変更経過 

告示年月日 告示番号 経過 内   容 

S37. 3. 13 建告第 515 号 決定 北大通、 南大通、 舟岡中通、 浜旧道、 停車場通、 錦町通、  

舟岡 1 号通、 鹿島通、 梅本中通、 館山下中通、 館山中通 

S38. 10. 28 建告第 2714 号 変更 線形変更  北大通 

終点変更  南大通 

路線の変更 浜旧道（ 浜旧道と 館山下中道）  

S43. 9. 12 建告第 2653 号 変更 終点変更  北大通、 舟岡 1 号通 

名称変更  路線統合 

      末永梅本通（ 梅本中通と 館山中通）  

番号変更  南大通、 浜旧道、 舟岡 1 号通 

巾員変更  錦町通 

追  加  裏萩原通、 古平通 

廃  止  鹿島通 

駅前広場  停車場通 

S47. 10. 21 道告第 3181 号 変更 路線変更  全路線、  

追  加  鹿島通、 舟岡 2 号通、 長和北通、 アリ ト リ 通 

S51 . 9 . 9  市告第   43 号 変更 追  加  舟岡 1 号特専道、 舟岡 2 号特専道、 舟岡 3 号特専道 

S55 . 2 . 9  道告第  323 号 変更 終点変更  鹿島通 

巾員変更  長和北通 

追  加  末永竹原通、 山下長和通、 長和東通 

S55. 2. 12 市告第    7 号 変更 追  加  西浜通 

S58. 3. 14 道告第  435 号 変更 追  加  イ ンタ ー通 

S60 . 1 . 7  道告第   16 号 変更 追  加  青柳通 

H2 . 6 . 4 道告第  766 号 変更 一部隅切変更 南大通 

線形変更  鹿島通 

追  加  網代通 

H4 . 6 . 9 道告第 896 号 変更 名称変更  末永中通、 伊達街道 

線形変更  長和東通 

起点変更  末永中通 

終点変更  長和東通、 伊達街道 

名 称 
計 画 供 用 摘 要 

都市計画決定 
箇所 面積(㎡) 箇所 面積(㎡) 路線名 計画面積(㎡) 供用面積(㎡) 

伊達紋別駅前広場 1 2, 400 1 2, 400 停車場通 2, 400 2, 400 S43. 9. 12 
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H5 . 6 . 4 道告第 848 号 変更 区域変更  伊達街道（ 街角広場 5 箇所 990 ㎡）  

H5 . 1 0 . 1  道告第 1511 号 変更 線形変更  錦大通（ 変更区間 550m）  

起点変更  末永梅本通（ 延長増約 3m）  

H6 . 3 . 1 1  道告第  358 号 変更 追  加  泉丁通 

終点変更  末永中通（ 延長増約 330m）  

H8 . 1 0 . 1  道告第 1511 号 変更 終点､線形変更 山下長和通（ 延長減約 600m、 変更区間約 770m）  

追  加  長和農社通 

H9 . 3 . 2 8  道告第  460 号 変更 終点､区域及び名称変更 末永西通（ 延長減約 1, 490m）  

追  加  竹原通、 嘉エ門坂通 

H1 2 . 3 . 7 道告第  362 号 変更 起点､線形変更､車線の数の決定 南大通( 延長増約 350m, 変更区間約 430m)  

H12. 11. 21 道告第 1886 号 変更 区域変更､車線の数の決定 錦大通 

線形変更  山下長和通（ 変更区間約 1, 690m）  

一部幅員の変更（ 16m→20m、 17m→16. 5m） 、 車線の数の決定 

H13. 10. 16 道告第 1749 号 変更 車線の数の決定 停車場通､末永梅本通､末永中通､舟岡中通､舟岡 1 号通､

舟岡 2 号通､裏萩通､古平通､末永西通､長和東通､イ ンタ ー通､青柳通､

伊達街道､泉丁通､長和農社通､竹原通､嘉エ門坂通 

線形変更､車線の数の決定 アリ ト リ 通( 変更区間約 920m､延長減約 20m)  

H13. 10. 16 市告第  137 号 変更 車線の数の決定 西浜通 

H14. 3. 26 道告第  504 号 変更 車線の数の決定 長和北通、 一般国道 37 号線 

H14. 8. 23 市告第  139 号 変更 区域の変更（ 橋梁部、 変更区間 37m）、 線形の変更 末永梅本通 

線形の変更 末永西通 

H14. 11. 22 道告第 1859 号 変更 区域の変更（ 法面部、 変更区間 1, 040m）   山下長和通 

区域の変更（ 変更区間 470m）、 線形の変更（ 変更区間 200m）、  

幅員の変更（ 21m～26m→21m～26. 5m変更区間 160m）  

幅員の変更（ 21m～34m→17. 5m～21m変更区間 210m）  長和農社通 

H16. 6. 11 道告第  587 号 変更 区域の変更（ 橋梁部、 変更区間約 80m）  錦大通 

H20. 2. 29 道告第  126 号 変更 区域の変更（ 橋梁部、 変更区間約 80m）  錦大通 

H2 0 . 6 . 9 市告第  137 号 変更 線形の変更（ 変更区間 191m､延長減 12m）  末永西通 

線形の変更（ 変更区間 85m､延長増 4m）  竹原通 

H27. 2. 18 市告第  24 号 変更 幅員の変更（ 18m→18. 8m変更区間 函渠地覆 16m）  竹原通 

H3 0 . 3 . 6 市告第  37 号 変更 一部幅員、 線形の変更 

（ 18m→17m 変更区間約 810m、 橋梁部 17. 8m 区間 42m） 南大通 

一部線形の変更、 終点の位置の変更 

（ 南大通交差部約 50m） 停車場通 

R 4 . 1 . 6 市告第  2 号 変更 一部区域の変更（ 擁壁部 35. 36m） 南大通 
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４　公  　　 園
１）都市公園（都市計画決定分）

当初計画決定 事 業 認 可
年 月 日 年 月 日

番　号 公　園　名 告 示 番 号 告 示 番 号

2･2･301 西浜児童公園 西浜町 0.30
S46.11.25

町告第 53号
S46.11.30

道告第3198号
（S47.3.10）

2･2･302 みはらし青少年広場 舟岡町 0.26
S47.3.30

町告第 12号
（S46.7.1）

2･2･303 みはらし児童公園 舟岡町 0.25 〃
S52.6.7

道告第1690号
（S47.4.1）

2･2･304 すみれ児童公園 山下町 0.39 〃
S51.5.4

道告第1613号
（S51.11.1）

2･2･305 さくら児童公園 山下町 0.24 〃 （S47.4.1）

2･2･306 みどり児童公園 南稀府町 0.46 〃 （S47.4.1）

2･2･307 山下町児童公園 山下町 0.15
S47.12.8

市告第 47号
S48.3.5

道告第496号
（S47.9.18）

2･2･308 元町児童公園 元　町 0.13
S54.3.22

市告第 17号
S54.9.6

道告第3002号
（S55.2.5）

2･2･309 旭町児童公園 旭　町 0.10 〃
S55.9.4

道告第2244号
（S55.12.20）

2･2･310 シャミチセ児童公園 舟岡町 0.23 〃
S57.3.29

道告第555号
（S57.12.3）

2･2･311 舟見児童公園 舟岡町 0.20 〃
S59.4.2

道告第547号
（S59.11.7）

2･2･312 柏児童公園 弄月町 0.20 〃
S60.3.7

道告第329号
（S60.11.18）

2･2･313 有珠白鳥公園 有珠町 0.25
S62.11.4

市告第 132号
S63.4.21

道告第630号
（H1.10.16）

2･2･314 たちかぜ児童公園 長和町 0.25
S63.11.14

市告第 135号
H1.4.6

道告第525号
（H2.10.16）

2･2･315 かぜの子ふれあい公園 南黄金町 0.43
H3.6.26

市告第 67号
H3.8.16

道告第1298号
（H4.3.23）

2･2･316 末永なかよし公園 末永町 0.22 〃
決定面積0.10ha

（S62.11.9）

2･2･317 竹原小公園 竹原町 0.12 〃 （S60.8.31）

2･2･318 こもれび公園 末永町 0.23
H4.6.8

市告第 77号
H4.7.7

道告第1082号
（H6.1.24）

2･2･319 鹿島青少年広場 鹿島町 0.35 〃 （S52.3.31）

2･2･320 まれふふれあい公園 南稀府町 0.50
H7.2.28

市告第 25号
H7.4.7

道告第528号
（H8.11.12）

2･2･321 山の手公園 松ヶ枝町 0.10
H9.8.11

市告第 109号
（H6.4.13）

2･2･322 インター公園 松ヶ枝町 0.62
H26.4.1

市告第82号
（H26.4.1）

5.98

3･3･301 館山公園 館山町 2.90
S46.2.9

道告第304号
S46.3.3

道告第463号
（S51.5.1）

3･3･302 舟岡公園 舟岡町 1.30
S54.3.29

道告第824号
S59.4.2

道告第547号
（S63.3.31）

4.20

面積
（ha）

備　　考
（開設年月日）

小　　　計

街
区
公
園

小　　　計

近隣
公園

種別
名　　称

位　置
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当初計画決定 事 業 認 可
年 月 日 年 月 日

番　号 公　園　名 告 示 番 号 告 示 番 号

5･5･301 だて歴史の杜
梅本町
舟岡町

松ヶ枝町
17.30

H2.3.5
道告第 272号

H2.10.4
道告第1413号

（H15.3.17）

5･3･3 西いぶり総合公園
室蘭市石川町

伊達市南黄金町
2.70

（ 0.34 ）
H14.4.16

市告第 61号
H14.5.24

道告第924号 （）は市内の面積

20.00
（ 17.64 ）

30.18
（ 27.82 ）

２）緑　地（都市計画決定分）
都市
緑地

301 フロンティア公園 網代町 0.11
H9.8.11

市告第 109号
H10.4.7

道告第544号
（H11.9.24）

0.11

３）都市公園（その他分）

旭町 0.07 S52.3.31

旭町 0.04 S52.3.31

館山下町 0.13 H26.7.7

舟岡町 0.06 R2.7.15

舟岡町 0.07 R2.7.15

長和町 0.05 R2.7.15

大町 0.04 H12.3.28

鹿島町 0.04 H12.3.28

網代町 0.03 H12.3.28

錦町 0.02 H14.3.22

地区
公園

南有珠町 8.72 H25.3.1

9.27

４）緑　地（その他分）
都市
緑地

松ヶ枝町 0.48 H4.3.23

0.48

５）墓　園

墓園 松ヶ枝町 5.36 H3.7.24

5.36

面積
（ha）

位　置

合　　　計

広場
公園

街区
公園

備考
(開設年月日)

錦町広場 H14.3.22　市告第31号

合　　　計

開設年月日

小　　　計

総合
公園

合　　　計

（ ）は市内の面積

（ ）は市内の面積

種別
名　　称

種類

旭町第2児童公園

位　置

S52.3.30　市告第31号

網代町広場

まなびの里公園

名　　称 伊達市都市公園告示番号

旭町第1児童公園

北電第２公園

S52.3.30　市告第31号

R2.7.15　市告第180号

面積
（ha）

つばさ公園 H26.7.7　市告第137号

舟岡わんぱく公園

はまなすわんぱく公園

R2.7.15　市告第180号

R2.7.15　市告第180号

合　　　計

H12.3.28　市告第40号

H12.3.28　市告第40号

H12.3.28　市告第40号

H25.3.1　市告第24号

合　　　計

泉の沢緑地公園 H4.3.23　市告第34号

大町広場

鹿島町広場

伊達霊園
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６）都市計画公園・緑地の変更経過

告示年月日 告　示　番　号 経過 内　　　容

S46.2.9 道 告 第 304 号 追加 館山公園

S46.11.25 町 告 第 53 号 〃 西浜児童公園

S47.3.30 町 告 第 12 号 〃
みはらし青少年広場
みはらし児童公園、すみれ児童公園
さくら児童公園、みどり児童公園

S47.12.8 市 告 第 47 号 〃 山下町児童公園

S54.3.22 市 告 第 17 号 〃
元町児童公園、旭町児童公園
シャミチセ児童公園、舟見児童公園
柏児童公園

S54.3.29 道 告 第 824 号 〃 舟岡公園

S62.11.4 市 告 第 132 号 〃 有珠白鳥公園

S63.11.14 市 告 第 135 号 〃 たちかぜ児童公園

H2.3.5 道 告 第 272 号 〃 だて歴史の杜

H3.6.26 市 告 第 67 号 〃
かぜの子ふれあい公園
末永なかよし公園
竹原小公園

H4.6.8 市 告 第 77 号 〃
こもれび公園
鹿島青少年広場

H7.2.28 市 告 第 25 号 〃 まれふふれあい公園

H9.8.11 市 告 第 109 号 〃
山の手公園
フロンティア公園

H14.4.16 市 告 第 61 号 〃 西いぶり総合公園

H26.4.1 市 告 第 82 号
縮小
追加

だて歴史の杜
インター公園

R2.9.14 市 告 第 211 号 縮小 だて歴史の杜

R3.3.23 市 告 第 53 号 〃 西いぶり総合公園

R5.2.24 市 告 第 30 号 区域の変更 すみれ児童公園

まれふ

ふれあい公園
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